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第２ 調査の目的・内容に関する事項 

 

１．調査の背景 

 

 1990 年代までマニラ首都圏の上下水道はマニラ首都圏上下水道公社

(MWSS)により運営・管理されてきたが、同地域の上下水道の整備が大きく立ち

遅れ、深刻な社会問題となったため、1997 年に西首都圏の上下水道事業運営に

ついてマイニラッドが、東首都圏についてマニラウォーターが民間事業者として

MWSS とコンセッション契約を結び民営化された。 

 東首都圏のマニラウォーターが比較的高い下水普及率を誇るのに対して、西

首都圏のマニラッドは、アジア通貨危機等の影響などを受け、2003 年に破綻し、

MWSS により再国有化された。その後、2007 年に再度民営化されたが、西首都

圏のサービスは上下水道とも東首都圏に比べ低い水準にある。特に、西首都圏に

おける下水道普及率は、2014 年に 12％と低迷しており、2021 年に 66％を達成

するとした事業目標を大幅に下回っている。 

 加えて、マニラ首都圏の土地価格は好調な経済成長や潤沢な低利資金を活用

した投資活動などを背景に高騰を続け、すでにアジア通貨危機後最高値を更新し

ている。このため民間事業者にとっては、下水道施設整備についての既存 F/S な

どが想定する土地収用が困難となりつつあることから、JICA が 2015 年 7 月に実

施した下水技術セミナーを通じて、日系企業が強みを有する必要な土地面積を最

小化する膜分離活性汚泥法（MBR）や前ろ過散水ろ床法 （Pre-treated Trickling 

Filtration）などの先進の下水処理技術やメタン発酵による汚泥処理技術等に高い

関心が寄せられた。 

 また、西首都圏を運営するマイニラッドは、JICA による「マニラ首都圏下

水・衛生環境改善事業準備調査フェーズ２」（2010 年-2011 年）で作成されたフ

ィージビリティ・スタディ（F/S）をもとに、円借款事業である環境開発事業

（Environment Development Project、EDP）による融資資金（フィリピン開発銀

行を通したツーステップローン)を活用し、既に Paranaque 市の下水道システム

を建設中であり、今後も同様に JICA 関連の融資を活用する意向が強い。 

 こうした状況を踏まえ、本調査では、西首都圏の 2017 年-2022 年の次期下

水道事業計画中、特に、土地収用面積の最小化に貢献し得る日本の先進技術導入

の可能性の高い Las Piñas 市、Imus 市、 Kawit 町の 3 箇所を対象に、関連する

既存の F/S などのレビューを行い、水理・地質・測量・社会経済・環境・財務デ

ータ等の更新・改定を行い、建設候補地のリストアップやライフサイクルコスト

（LCC)を考慮した適切な下水処理技術および汚泥処理技術などの導入を促進す

るものである。 

 

２．調査の概要 

（１） 調査名 

（和文名称）マニラ西首都圏下水情報収集・確認調査 

（英文名称）Data Collection Survey for Sewerage Systems in West Metro Manila 

 

（２） 調査対象地域 

マニラ西首都圏の Las Piñas 市、Imus 市、 Kawit 町（３カ所） 
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（３） 関係官庁・機関 

公共事業・道路省（DPWH）、マニラ首都圏上下水道公社（MWSS）、マイニラ

ッド社 

 

（４） 関連プロジェクト 

 マニラ首都圏下水・衛生環境改善事業準備調査フェーズ２（2010-2011 年） 

 マニラ首都圏西地区上下水道整備事業準備調査（2012-2013 年） 

 環境開発事業（円借款、2008 年 9 月～2016 年 1 月） 

 

３．業務の目的 

 下水普及率の低いマニラ西首都圏において、主として、次期下水道事業計画中（2017

年-2022 年）、土地収用面積の最小化に貢献し得る日本の先進技術導入の可能性のあ

る Las Piñas 市、Imus 市、 Kawit 町の 3 箇所を対象に、関連する既存のフィージビ

リティ・スタディ（F/S）のレビューを行い、水理・地質・測量・社会経済・環境・

財務データ等の情報収集・確認を行う。併せて、JICA の円借款事業（ツーステップ

ローン）を含む有望と考えられる資金調達スキームについて情報収集・確認する。 

 

４．業務の範囲 

 本業務は、マニラ西首都圏下水情報収集・確認調査について、「３．業務の目的」

を達成するため、「５．実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、JICA 及びフィリピン

側関係諸機関と十分な意見交換を行いながら、「６．業務の内容」に述べる内容の業

務を実施するとともに、「７．成果品等」に示す報告書を作成するものである。 

 

５．実施方針及び留意事項 

（１）調査概要 

 まず、マニラ西首都圏における下水道関連事業計画を確認する。特に、民間

事業者の運営・財政状態、下水道整備計画、既存の下水関連法規制、料金政策（料

金設定方針、調停問題）、関連ドナーおよび国内外企業の関心動向、本邦企業の

下水関連技術の技術革新動向を把握する。 

 調査対象については、1）次期料金改定期間（2018-2022 年）の対象下水道

システムとして計画されており、2）下水道の既存の F/S が存在するが一部見直

しの必要があり、3）潜在的な土地収用問題を抱え、4）下水処理・汚泥処理など

新規技術（可能であれば本邦技術）導入の可能性がある対象の３つの地域：Las 

Piñas 市、Imus 市、 Kawit 町が特定されている。対象地域の既存 F/S としては、

JICA により Las Piñas 市等を対象に実施された「マニラ首都圏下水・衛生環境

改善事業準備調査フェーズ２」（2010 年-2011 年）および Imus 市と Kawit 町な

どを対象に民間事業者自己資金で実施された F/S 調査（2011 年）がある。これ

ら対象地域について、 既存 F/S のレビュー、各種再委託調査（地形調査、地質

調査、水理調査、測量調査）を実施し、下水処理場などの建設候補地を複数リス

トアップし、それぞれについて水理・地形・地質・水質・財務・環境関連情報を

収集することとするが、建設地の選定・特定は行わず、本調査では、あくまでも

建設候補地にかかる有用な上記情報を収集・確認することを目的とする。そのた

め、上述の各種再委託調査（地形調査、地質調査、水理調査、測量調査）におい
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ても既存のデータ・資料の分析を行うものであり、ボーリング調査や実際の測量

調査は想定していない。 

 最後に、３つ地域の下水道システムについて、JICA の円借款事業（ツース

テップローン）を含む有望と考えられる資金調達スキームについて情報収集を行

うこととする。特に我が国政府が掲げる「質の高いインフラパートナーシップ」

等、政府施策の最新動向も踏まえた上で、活用することが可能と考えられるスキ

ームについて提案を行うことが望ましい。 

 

（２）本邦企業の下水関連技術の確認 

国内調査では、下水処理や汚泥処理を含む下水関連技術の最新状況を確認する。

その際、本邦企業の強みと弱みについて精査し明確にする。 

 

（３）マニラ西首都圏における下水道関連事業計画等の確認 

 マニラ西首都圏の社会・経済状況、下水道等にかかる概要及び課題抽出、下

水道整備状況、下水道事業計画、下水道関連法規制、下水道料金政策などを確認

し、ドナーおよび国内外企業のマニラ西首都圏での下水道事業への関心や動向を

確認する。 

 

（４）調査対象地域の確認 

 本調査では、対象地域

として３つの地域：1）Las 

Piñas 市、2）Imus 市、 3）

Kawit 町が特定されている

が、これについて確認する。 

Las Piñas 市については、

JICA が実施した「マニラ首

都圏下水・衛生環境改善事

業準備調査フェーズ２」

（2010 年-2011 年）の既存

F/S がある。 

Las Piñas 市については、

同F/Sにおいて右図の通り、

対象地域をさらに３つに分

けたサブ地域において、地

形や水理状況などの精査が

必要となっている。事前調

査では、サブ地域１と２お

よび３の一部が一つの下水

処理場で、サブ地域３の残

りの区域が別の下水処理場

で処理できることが分かっ

ている。これらについて地

形や水理面から精査が必要

で、建設候補地のリストアップや収用状況の調査が必要となっている。また、そ
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れぞれの建設候補地におけるライフサイクルコスト（LCC）の観点から最適な下

水処理システム選定に資する各種調査による情報収集が求められている。 

 

また、Imus 市と Kawit 町については民間事業者が Gutteridge Haskins & Davey 

Pty Ltd (GHD) に委託した「Three-River System Feasibility Study Volume 4」と

題する既存 F/S が存在する。同既存 F/S では、下図のように、Imus 市内を３つ

のサブ地域に分けているが、それぞれのサブ地域において下水処理場を設けるこ

ととしており、特にサブ地域１と２については、上下水道料金の次期料金改定の

対象とされており、土地の収用を含めライフサイクルコスト（LCC）の観点から

最適な下水処理システム選定に資する各種調査による情報収集が求められてい

る。 

 

 
 

同様に Kawit 町については上下水道料金の次期料金改定の対象とされており、

既存の F/S では、下図のように一つの下水処理場を設けることとしており、土地

の収用を含めライフサイクルコスト（LCC）の観点から最適な下水処理システム

選定に資する各種調査による情報収集が求められている。 
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（５）調査対象地域に関する既存 F/S のレビューと土地調査の実施 

３カ所の対象地域について、下水処理人口、下水発生量、下水処理能力、下水

管渠計画、下水処理方式、汚泥処理方式、コスト積算などについて上記既存 F/S

のレビューを行う。また、土地調査（土地評価）を実施し、各対象地域内で下水

処理場の建設候補地を以下の表の通り、それぞれ最低３カ所リストアップする。

計画され得る建設地の確保・収用について、自治体等が取るべき措置、コスト負

担等についても確認する。 

 

対象地域 下水処理場の数 提案すべき建設予定候補地 

Las Piñas 市 2 か所 6 か所 

Imus 市 3 か所 9 か所 

Kawit 町 1 か所 3 か所 

 

（６）調査対象地域に関する各種調査の実施 

 リストアップされた下水処理場建設の候補地について、それぞれ地形調査

（排水路、道路、河川、洪水、法規制等の状況）、水理調査（メイン・サブ流域

界、対象人口、既存排水路・河川パラメーター等を含む）、既存のデータ・資料

の収集・分析に基づく簡易な地質調査と測量調査を実施する。また、それぞれの

候補地について適正下水処理および汚泥処理技術の選定（可能であれば本邦技術

を優先）、環境社会配慮（IEE 含む）、コスト積算、ライフサイクルコスト（LCC）

分析を含む財務・経済分析を行う。加えて、（汚泥処理・処分を含む）維持管理

体制の検討、他国の技術と比較した本邦技術の比較優位性の検討、再利用水活用

可能性の検討、サービス対象外人口・将来処理方式の検討などを行う。 

 

（７）有望な資金調達スキームについての情報収集・確認 

 本調査では、調査後の JICA の円借款事業（ツーステップローンなど）など

による事業化に資する情報提供を念頭に置いていることから、対象地域の下水道
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システム建設について有望な資金調達スキームについて情報を収集し確認する。

前述の通り、「質の高いインフラパートナーシップ」等、政府施策に最新動向に

ついても分析した上で、活用することが可能と考えられるスキームについて包括

的に提案を行うことが望ましい。 

 

（８）環境社会配慮 

3 対象地域では高騰する土地価格や活発な建設事業の影響により、潜在的な土地収用

問題を抱えることから、排水路・下水管渠計画や下水処理場の建設候補地等の提案に

あたっては、土地収用や住民移転等の影響が最小限となるよう配慮した上で行うこと。

また、土地収用や住民移転の可能性が有る場合には妥当性や留意事項を確認するとと

もに、自治体や民間事業者が取るべき措置、コスト負担等についても確認する。 

 
 

６．業務の内容 

上記「１．調査の背景」、「３．業務の目的」、及び「５．実施方針及び留意事

項」を踏まえつつ、以下に示す業務の内容について、効率的・効果的に業務を実

施するために必要な方法・工程等を以下の項目毎に具体的にプロポーザルにおい

て提案すること。 

 

 第一回国内作業 

 

（１） 下水関連本邦技術の確認 

 国内調査では、下水処理や汚泥処理など下水関連技術について最新状況を確

認する。その際、技術の処理効率、エネルギー効率、価格面で本邦企業の強みと

弱みについて精査する。下水処理技術については、既存の技術である活性汚泥法

の技術の改良法についても検討する。 

 

（２） インセプション・レポートの作成 

関連資料の分析・検討を行い、調査全体の方針・方法を検討した上で、現地調

査項目を整理し、調査計画を策定する。上記の作業を踏まえて、インセプション・

レポート、必要に応じ質問票等、現地調査開始に必要な資料を作成する。 

     

現地調査 

 

（３） インセプション・レポートの説明・協議 

インセプション・レポートの調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項等を先方

関係者に説明し、内容を協議・確認する。インセプション・レポートの説明・協

議に当たっては、あらかじめ、その内容について JICA の確認を得ること。 

 

（４） マニラ西首都圏における下水状況の確認 

事前に配布した質問票の分析や関係機関へのヒアリングを通じて、マニラ西首

都圏の社会・経済状況、民間事業者の運営・財政状態、下水道等にかかる概要及

び課題抽出、下水道整備状況、下水道事業計画、放流水質基準含む下水道関連法

規制、下水道料金政策（料金調停問題含む）などを確認する。また、ドナーおよ
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び国内外企業のマニラ西首都圏での下水道事業への関心や動向にいて情報収

集・確認する他、下水道関連の既存の F/S についても整理する。 

 

（５） 調査対象地域の確認 

本調査では、対象地域として３つの地域：Las Piñas 市、Imus 市、Kawit 町が

対象として特定されているが、これについて 1）次期料金改定期間（2018-2022

年）の対象下水道システムとして計画されており、2）下水道の既存の F/S が存

在するが一部見直しの必要があり、3）潜在的な土地収用問題を抱え、4）下水処

理・汚泥処理など新規技術（可能であれば本邦技術）導入の可能性の観点から確

認する。 

 

（６） 対象地域について既存 F/S のレビュー 

３つの対象地域について、下水処理区域、下水処理人口、一人当たりの水使用

量、事業者の水使用量、下水発生量、ピーク時下水最大処理量、下水処理プロセ

ス、下水処理性能、汚泥処理プロセス・最大処理量、下水管渠計画（口径・延長）、

中継ポンプ場（形式、個所数）、コスト積算などについて既存 F/S のレビューを

行う。 

 

（７） 対象地域についての情報収集 

各対象地域について、道路・排水路の敷設状況や将来計画、地形・地理的状況、

河口・河川の状況、地下浸透率、過去 10 年の洪水水位、道路・建物建設にかか

る各種法規制、景観規制などについて関連する F/Sの分析等を踏まえて、情報収

集する。 

また、それぞれのメインとサブの流域界について、流域界の設定、社会・経済

状況、将来人口、河川延長・幅、各河川へ流れ込む下水の量と質、乾季と雨季の

代表的河川水質（サンプリング調査）について情報収集する。この際、効果的な

サンプリング方法（個所や頻度など）について提案書に記載する。 

 

（８） 下水処理場の建設候補地のリストアップ 

土地調査（土地評価）を実施し、各対象地域内で下水処理場の建設候補地をそ

れぞれ最低３カ所リストアップする。リストアップされた下水処理場建設の候補

地について、それぞれ既存の情報・データの分析に基づき、地形調査（排水路、

道路、河川、洪水、法規制等の状況）、水理調査（メイン・サブ流域界、対象人

口、既存排水路・河川パラメーター等を含む）、簡易な地質調査と測量調査を実

施する。土地調査を行う上で、既存の情報・データに不足がある場合は、不足し

ている情報・データの項目・内容の洗い出しを行うと共に、これら関連情報の収

集が将来的に実施可能な委託先の選定を行う。 

建設候補地のリストアップにおいては、土地収用や住民移転等の影響が最小限

となるよう配慮した上で行う。また、政府所有地、旧工業用地、公園・駐車場な

ど多目的用地など将来の拡張にも対応できる建設候補地の確保・収用について、

自治体や民間事業者等が取るべき措置、現行の所有者、都市計画上の各種規制、

立退きの有無、土地価格の動向やコスト負担等についても確認する。 

 

（９） 各建設候補地における最適な下水処理プロセスの提案 
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各建設候補地について、下水処理人口・能力、必要用地面積、下水処理性能、

臭気対策、ピーク時の下水処理量、発生汚泥量、ライフサイクルコスト（LCC）

を考慮した建設・維持管理コスト、維持管理能力の容易さなどの観点から合流式

に適した下水処理プロセスをそれぞれ４つ程度提案し比較検討する。先方政府か

らは合流式による下水処理プロセスの要望があるが、分流式による下水処理プロ

セスの妥当性についても検討した上で代替案として妥当と考えられる場合は、併

せて提案を行うこと。 

 

（１０） 排水路・下水管渠の提案 

対象地域内の既存排水路について、流向、サイズ、形状、各河口での流量につ

いて測定する。その際に、排水路の未設置地域や処理対象外の地域についても明

示する。処理対象外の地域については、域内人口を推定し、将来排水路が敷設さ

れた場合の下水処理の拡張計画についても提案する。 

下水管渠については、下水処理場へ最適に汚水を収集するよう、ルート、適切

な形状、サイズ、取水口、容量、勾配、マンホールの位置・個数などについて提

案する。 

 

（１１） ポンプ場の提案 

ポンプ場については、固形廃棄物など夾雑物を除去するためのスクリーン設備、

水門、自家発電機、制御装置など付属物も含め、下水管渠に沿って、建設候補地

（空き地）を提案する。また、ポンプ場については、電気供給源についても特定

する。また、ポンプ場ごとのサブ流域界を定めて、雨水吐口からの流量を除いて

は、合流式下水道雨天時越流水（Combined Sewer Overflow）を考慮してポンプ

の容量を決定する。 

 

（１２） 合流式下水道雨天時越流水（CSO）対策施設について提案 

 合流式下水道雨天時越流水（CSO）の対策施設について、雨天時に発生する

総汚濁負荷排出量や固形廃棄物などの夾雑物を考慮し提案する。 

 

（１３） 再生利用水の活用について検討 

提案された下水の処理プロセスに関連して、各流域内での下水処理プロセスか

らの再生利用水を活用する事業者が存在するかどうか、また、需要と価格につい

て検討する。 

 

（１４） 汚泥処理プロセスの検討 

下水処理プロセス等の出口で発生する汚泥の処理について汚泥処分量を最小

化させる技術を提案する。この際に、適当であれば廃棄物発電（Waste-to-energy）

技術の導入も検討する。 

 

（１５） 財務・経済分析とリスク分析 

各対象地域のそれぞれの候補地における下水道システムについて、財務・経済

分析を行い、簡易な正味現在価値（NPV）、財務収益率（FIRR）、経済収益率（EIRR）

などを算出する。財務・経済分析においては、ライフサイクルコスト（LCC）に

ついて十分考慮する。また、リスク分析を行い、下水道システムの建設の際に想
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定されるリスクについて明確にする。 

 

（１６） 環境社会配慮事項の確認 

提案される下水システムについて、臭気対策、補償計画など環境社会配慮事項

で特に留意する事項について確認し、情報を収集する。特に、計画された土地の

確保・収用について環境社会配慮の観点から妥当性及び留意事項を確認するとと

もに、自治体や民間事業者が取るべき措置、コスト負担等についても確認する。 

 

（１７） 概略設計 

各対象地域のそれぞれの候補地における下水道システムについて、概略設計書

を作成する。概略設計には、下水処理や汚泥処理のプロセスレイアウト、下水管

渠、ポンプ場などの中継施設の概略図面などを含むこととする。 

 

（１８） ドラフト・ファイナル・レポートの作成およびセミナーの開催 

現地調査の結果をまとめたドラフト・ファイナル・レポートを作成し、先方政

府関係者に説明して、内容を協議・確認する。ドラフト・ファイナル・レポート

の説明・協議に当たっては、特に、関係者を呼んでセミナー（約 100 名対象・マ

ニラ首都圏内）を開催し、先方への説明する。その際には、説明・協議の 1 週間

前までにドラフト・ファイナル・レポート（案）を作成し、その内容について JICA

の承認を得る。なお、セミナー開催に掛かる必要経費を本見積もりに含めること。 

 

  第二回国内作業 

（１９） ファイナル・レポートの作成 

調査結果について JICA への説明・協議を踏まえた上で、ファイナル・レポー

トにまとめる。ファイナル・レポートには、別紙の項目および内容をもれなく盛

り込むこととする。 

 

７．成果品等 

調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、

ファイナル・レポートを成果品とする。 

各報告書の先方政府への説明に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容

について了承を得るものとする。 

なお、以下に示す部数は JICA へ提出する部数であり、それとは別に先方政府

関係機関への説明や配布等に使用する部数を確定すること。 

 

（１）調査報告書 

1) インセプション・レポート： 10 部（英文）（2016 年 3 月上旬予定） 

2) ドラフト・ファイナル・レポート：10 部（英文）（2016 年 7 月中旬予定） 

3) ファイナル・レポート：  15 部（英文）、5 部（和文）、CD-R 2

セット（2016 年 8 月上旬予定） 

 

（２）収集資料 

本調査で収集した資料及びデータは項目ごとに整理し、JICA 様式による収集

資料リストを付したうえで調査終了後 JICA に提出する。なお、必要に応じて各
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種レポートの別添とすることにより提出を省略することも可とするが、詳細は

JICA の指示に従うこととする。 

 

（２）その他提出物 

  1）議事録等 

先方政府との各調査報告書説明・協議に係る議事録を作成し、JICA に速やか

に提出する。また、JICA 及び調査団が主催する関連会議・検討会における議題、

出席者、質疑内容等を取りまとめ、終了後 3 日程度のうちに JICA に提出するこ

と。なお、関連会議・検討会の開催に先立ち、5 日前までに配布資料を JICA に

提出すること。 

  2）調査業務報告書 

JICA の規定により、調査業務日誌を添付した月例の調査業務報告を翌月 15 日

までに JICA に提出する。 

  3）その他 

上記の他に、JICA が必要と認め、報告を求めたものについて提出する。 
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第３ 業務実施上の条件 

 

１．業務工程 

本件調査は 2016 年 3 月上旬より現地調査を開始し、インセプション・レポートを

2016 年 3 月上旬に、ドラフト・ファイナル・レポートを 2016 年 7 月中旬に、ファ

イナル・レポートを 2016 年 8 月上旬までに作成・提出することを予定している。 

 

２．業務量の目途と業務従事者の構成（案） 

（１）業務量の目安 

合計 約 12.0Ｍ／Ｍ 

 

（２）業務従事者の構成（案） 

本調査には、以下に示す分野を担当する専門家の配置を想定している。なお、業

務内容及び業務工程を考慮のうえ、より適切な団員構成がある場合、その理由とと

もにプロポーザルにて提案すること。また、記載の格付は目安であり、以下の格付

を超えた格付の提案も認める。ただし、目安を超える格付の提案を行う場合には、

その理由及び人件費を含めた事業費全体の経費節減の工夫をプロポーザルに明記

すること。 

１）総括/下水道計画（2 号） 

２）下水施設計画（3 号） 

３）都市開発/土地評価 

４）財務分析 

５）環境社会配慮 

 

３．配布資料・参考資料 

【配布資料】 

特になし。 

 

【参考資料】 

以下の資料は、JICA のサイトで閲覧が可能です。 

環境開発事業（事前評価表）： 

（http://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2008_PH-P243_1_s.pdf） 

マニラ首都圏西地区上下水道整備事業準備調査： 

（http://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000011378.html） 

 
４．現地再委託 
現地再委託を想定している以下の項目については、当該業務について経験・知見を

豊富に有する機関・コンサルタント・ＮＧＯ・現地施工業者等に再委託して実施する
ことを認める。 
（１） 地形調査（排水路、道路、河川、洪水、法規制等の状況） 
（２） 水理調査（メイン・サブ流域界、対象人口、既存排水路・河川パラメーター 

等を含む） 
（３） 地質調査 
（４） 測量調査 
※（１）～（４）につき、既存のデータ・資料の分析を行うものであり、ボーリン
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グ調査や実際の測量調査は想定していません。 
なお、上記業務にかかる経費については、その数量を契約時点で設定することが困

難であるため、現地調査を踏まえて数量を確定することとする。このため、当該経費
の見積りについては参考見積りとするため、分けて見積もること。 
 現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドラ

イン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地に

おいて適切な監督、指示を行うこと。プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施・

監督方法等につき、可能な範囲でより具体的な提案を行うこと。 

 
５．安全管理 

現地調査期間中は、安全管理に十分留意する。当地の治安状況については、JICA

フィリピン事務所において十分な情報収集を行うとともに、現地調査時の安全確保の

ための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常

時連絡が取れる体制とし、特に、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊

密に連絡を取るよう留意する。また、現地調査中における安全管理体制をプロポーザ

ルに記載する。 

 
 

６．その他留意事項 

（１）複数年度契約 

本業務においては、年度を跨る契約（複数年度契約）を締結することとし、年度を跨

る現地作業及び国内作業を継続して実施することができる。経費の支出についても年

度末に切れ目なく行えることとし、会計年度ごとの精算は必要ない。 

 

（２）不正腐敗の防止 

 本調査の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス（２０１４年１０月）」

の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談

窓口または JICA 担当者に速やかに相談するものとする。 

 

以 上 



別紙；ファイナルレポート 項目 

 
 

 

項目 内容 

下水関連本邦技術の

確認 

下水処理や汚泥処理など下水関連技術について最新状

況、各技術について処理効率、エネルギー効率、価格

面で本邦企業の強みと弱み、活性汚泥法の技術の改良

法についての検討 

マニラ西首都圏にお

ける下水状況の確認 

マニラ西首都圏の社会・経済状況、民間事業者の運

営・財政状態、下水道等にかかる概要及び課題抽出、

下水道整備状況、下水道事業計画、放流水質基準含む

下水道関連法規制、下水道料金政策（料金調停問題含

む）、ドナーおよび国内外企業のマニラ西首都圏での下

水道事業への関心や動向、下水道関連の既存 F/S の整

理 

調査対象地域の確認 1）次期料金改定期間（2018-2022年）の対象下水道シ

ステムとして計画されており、2）下水道の既存の F/S

が存在するが一部見直しの必要があり、3）潜在的な土

地収用問題を抱え、4）下水処理・汚泥処理など新規技

術（可能であれば本邦技術）導入の可能性の観点から

３つの対象地域を確認 

対象地域について既

存 F/Sのレビュー 

３つの対象地域について、下水処理区域、下水処理人

口、一人当たりの水使用量、事業者の水使用量、下水

発生量、ピーク時下水最大処理量、下水処理プロセ

ス、下水処理性能、汚泥処理プロセス・最大処理量、

下水管渠計画（口径・延長）、中継ポンプ場（形式、個

所数）、コスト積算などについて既存 F/Sのレビュー 

対象地域についての

情報収集 

各対象地域について、道路・排水路の敷設状況や将来

計画、地形・地理的状況、河口・河川の状況、地下浸

透率、過去 10年の洪水水位、道路・建物建設にかかる

各種法規制、景観規制 

また、それぞれのメインとサブの地域界について、地

域界の設定、社会・経済状況、将来人口、河川延長・

幅、各河川へ流れ込む下水の量と質、乾季と雨季の代

表的河川水質（サンプリング調査） 

下水処理場の建設候

補地のリストアップ 

各対象地域内で下水処理場の建設候補地のリストアッ

プ、 

リストアップされた下水処理場建設の候補地における

既存の情報・データの分析に基づく、地形調査、水理

調査、地質調査と測量調査 



別紙；ファイナルレポート 項目 

 
 

政府所有地、旧工業用地、公園・駐車場など多目的用

地など将来の拡張にも対応できる建設候補地の確保・

収用について、自治体や民間事業者等が取るべき措

置、現行の所有者、都市計画上の各種規制、立退きの

有無、土地価格動向やコスト負担等 

各建設候補地におけ

る最適な下水処理プ

ロセスの提案 

 

各建設候補地について、下水処理人口・能力、必要用

地面積、下水処理性能、臭気対策、ピーク時の下水処

理量、発生汚泥量、ライフサイクルコスト（LCC）を

考慮した建設・維持管理コスト、維持管理能力の容易

さなどの観点から合流式に適した下水処理プロセスを

それぞれ４つ程度、 

代替案としての分流式による下水処理プロセスの妥当

性に関する検討 

排水路・下水管渠の

提案 

地域内の既存排水路について、流向、サイズ、形状、

各河口での流量、排水路の未設置地域や処理対象外の

地域の明示、処理対象外の地域人口、将来の下水処理

の拡張計画についての提案、下水管渠のルート、適切

な形状、サイズ、取水口、容量、勾配、マンホールの

位置・個数 

ポンプ場の提案 ポンプ場のスクリーン設備、水門、自家発電機、制御

装置など付属物も含め建設候補地（空き地）と電気供

給源の特定、合流式下水道雨天時越流水（Combined 

Sewer Overflow）を考慮したポンプの容量を決定 

合流式下水道雨天時

越流水（CSO）対策

施設について提案 

 

提案すべき合流式下水道雨天時越流水（CSO）の対策

施設 

再生利用水の活用に

ついて検討 

提案された下水の処理プロセスに関連して、各地域内

での下水処理プロセスからの再生利用水の活用する事

業者の有無、需要と価格 

汚泥処理プロセスの

検討 

下水処理プロセス等の出口で発生する汚泥の処理につ

いて汚泥処分量を最小化させる技術の提案 

財務・経済分析とリ

スク分析 

 

各対象地域のそれぞれの候補地における下水道システ

ムについて、ライフサイクルコスト（LCC）について

十分考慮した財務・経済分析、正味現在価値（NPV）、

財務収益率（FIRR）、経済収益率（EIRR）などの算

出、リスク分析 

環境社会配慮事項の 提案される下水システムについて、臭気対策、補償計



別紙；ファイナルレポート 項目 

 
 

 

確認 画など環境社会配慮事項で特に留意する事項、計画さ

れた土地の確保・収用について環境社会配慮の観点か

ら妥当性及び留意事項、自治体や民間事業者が取るべ

き措置、コスト負担等 

概略設計 各対象地域のそれぞれの候補地における下水道システ

ムについて、下水処理や汚泥処理のプロセスレイアウ

ト、下水管渠、ポンプ場などの中継施設の概略図面な

ど 


